


〇三重県最低賃金の改正
　令和4年 10月 1日より現行の時間額 902円から 31円引上げ、

時間額 933円
になります。この最低賃金は、三重県内で働くアルバイトやパート労働者等の名称及び年齢、国籍、
性別を問わず全ての労働者に適用されます。
 　ただし、電線・ケーブル製造業（時間額９４２円）、建設機械・鉱山機械製造業、自動車・同附
属品製造業、船舶製造・修理業、船用機関製造業、産業用運搬車両・同部分品・同附属品製造業、
その他の輸送用機械器具製造業（時間額９６２円）には特定最低賃金が定められており、それら
が適用されます。
　なお、「三重県最低賃金」と「特定（産業別）最低賃金」の両方の最低賃金が同時に適用される場合、
高いほうの最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

月60時間を超える法定時間外労働を行った
労働者の健康を確保するため引き上げ分の
割増賃金の支払の代わりに有給の休暇（代替
休暇）を付与することができます。

割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則
の変更が必要となる場合があります。



職場の化学物質管理に係る労働安全衛生規則等の改正について
職場の化学物質管理が変わります！

　化学物質による休業４日以上の労働災害のうち、特定化学物質障害予防規則等（特別則）による規
制の対象となっていない物質を起因物とするものが約８割を占めています。これらを踏まえ特別則
による規制の対象となっていない物質への対策の強化を主眼とし、労働安全衛生規則等が改正され
ました。

（１）化学物質管理者の選任の義務化（令和６年４月１日施行）
　　一般消費者用製品以外の化学物質を取り扱う事業場では、業種や規模にかかわらず、化学物質
　管理者の選任が必要となります。
（２）保護具着用管理責任者の選任の義務化（令和６年４月１日施行）
　　化学物質管理者を選任した事業者は、リスクアセスメントの結果に基づく措置として労働者に
　保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者の選任が必要となります。

　　そのほかの改正内容等について、詳しくは「労働安全衛生総合研究所化学物質情報管理研究セ
　ンター」のＨＰをご確認ください。

規 制 項 目 2022(R4).
5.31(公布日)

2023(R5).
4.1

2024(R6).
4.1

化
学
物
質
管
理
体
系
の
見
直
し

ラベル表示・通知をしなければならない化学物質の追加 ●

ばく露を最小限度にすること
（ばく露を濃度基準値以下にすること） ● ●

ばく露低減措置等の意見聴取、記録作成・保存 ●

皮膚等障害化学物質への直接接触の防止
（健康障害を起こすおそれのある物質関係） ● ●

衛生委員会付議事項の追加 ●

がん等の遅発性疾病の把握強化 ●

リスクアセスメント結果等に係る記録の作成保存 ●

化学物質労災発生事業場等への労働基準監督署長による指示 ●

リスクアセスメントに基づく健康診断の実施・記録作成等 ●

がん原性物質の作業記録の保存 ●

実
施
体
制
の

確
立

化学物質管理者・保護具着用責任者の選任義務化 ●

雇入れ時等教育の拡充 ●

職長等に対する安全衛生教育が必要となる業種の拡大 ●

情
報
伝
達
の
強
化

SDS等による通知方法の柔軟化 ●

SDS等の「人体に及ぼす作用」の定期確認及び更新 ●

SDS等による通知事項の追加及び含有量表示の適正化 ●

事業場内別容器保管時の措置の強化 ●

注文者が必要な措置を講じなければならない設備の範囲の拡大 ●

管理水準良好事業場の特別規則等適用除外 ●

特殊健康診断の実施頻度の緩和 ●

第三管理区分事業場の措置強化 ●

１　新たな化学物質規制項目の施行期日

２　主な改正内容等（事業場における化学物質の管理体制の強化）



四日市労働基準監督署管内において労働災害が増加しています！
事業場における労働災害防止対策の取組強化を！

　当署管内の令和４年７月末日現在の全産業における休業４日以上の死傷災害（速報値）は、
対前年比で２６．３％（８４人）増加しています。

１　署別　災害発生状況（休業４日以上の死傷者数）令和４年７月末現在

２　対前年比5人以上かつ50％以上死傷者数が増加した業種、被災者及び災害の特徴等

３　労働災害防止対策について

年 R3年 R3年 R4年R4年 R3年 R4年 R3年 R4年 R3年 R4年 R3年 R4年 R3年 R4年

 増減比 +75人+7.4% +84人+26.3% +6人+4.8% -23人-8.0% +8人+7.1% +7人+6.2%

合計

-7人-12.3%

1,015 3191,090 403 125 131 289 266 112 120 113 120 57 50

 計合    四日市 津

※ 新型コロナウイルス感染症のり患による労働災害を除く。

松   阪 伊   勢 伊　賀 熊   野

％ 人数

 １ 一般機械器具製造業 +11人+183.3%

化学工業 ２ +6人+150.0%

① 事故の型で最も多いのは「はさまれ、巻き込まれ」で
２４％を占めています。

② 経験年数が３年以下の労働者が４７％を占めています。

３ 産業廃棄物処理業 +5人+125.0%

① 事故の型で最も多いのは「墜落・転落」で４０％を占めて
います。

② 被災者が所属する事業場所在地別では、四日市市が
８０％を占めます。

 ４ 商業 +86.5% +32人

① 経験年数が１年未満の労働者が５０％を占めています。
② 年代別では５０代の労働者が５０％を占めています。

食料品製造業 ５ +82.4% +14人

① 事故の型で最も多いのは「転倒」と「交通事故」でそれぞ
れ２３％ずつを占めています。

② 年代別では６０代の労働者が３２％を占めています。

６ 社会福祉施設 +9人+50.0%

① 事故の型で最も多いのは「墜落・転落」で２６％を占めて
います。

② 年代別では５０代と６０代の労働者で６１％を占めていま
す。

 7 運輸業（参考） +16.9% +10人

① 事故の型で最も多いのは「転倒」で４８％を占めています。
② 男女別では「女性」が９６％を占めています。

業種
対前年比増加

被災者及び災害の特徴等

　事故の型で最も多いのは「墜落・転落」で２３％を占め、二番
目に多い「動作の反動、無理な動作（腰痛、足首をひねって
捻挫等）」は１３％を占めています。

※四日市労働基準監督署「死亡災害報告・労働者死傷病報告」令和４年７月末現在より（新型コロナウイルス感染症のり患による労働災害を除く。）

　分析結果等を参考に各事業場において労働災害防止対策の取組強化をお願いします。
　労働災害防止対策の参考資料等は、「みえきた ＳＴＯＰ！転倒災害プロジェクト2022
～転ばぬ先の杖48～」（協会ＨＰ）、「死亡災害ゼロ・アンダー2,000みえ推進運動」特設
ページ（三重労働局ＨＰ）等をご確認ください。





職場で新型コロナウイルスに感染した方へ

業務によって感染した場合、労災保険給付の対象となります。

＜対象となるのは？＞
　＊感染経路が業務によることが明らかな場合
　＊感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務（※）に従事し、それにより感
　　染した蓋然性が強い場合
　　　※（例１）複数の感染者が確認された労働環境下での業務
　　　※（例２）顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下の業務
　＊医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したこ
　　とが明らかな場合を除き、原則として対象
　＊症状が持続し（罹患後症状があり）、療養等が必要と認められる場合も保険給
　　付の対象

＜労災保険の種類＞
　　業務に起因して感染した労働者の方やそのご遺族の方は、正社員、パート等の
　　雇用形態によらず、次のような保険給付を受けられます。

　療養補償給付

　　①労災指定医療機関を受診すれば、原則として無料で治療を受けることがで
　　　きます。
　　②やむを得ず労災指定医療機関以外で治療を受けた場合、一度治療費を負担
　　　してもらい後で労災請求をすることで、負担した費用の全額が支給されます。

　休業補償給付

　　療養のために仕事を休み、賃金を受けていない場合、給付を受けることができ
　　ます。
　　・給付日：休業４日目から
　　・給付額：休業１日あたり給付基礎日額の８割（特別支給金２割含む）
　　　＊原則として「給付基礎日額」は発症日以前３か月間の賃金を暦日数で割っ
　　　　たものです。

　遺族補償給付　

　　業務に起因して感染したため亡くなった労働者のご遺族の方は、遺族補償年金、
　　遺族補償一時金などを受け取ることができます。

<問合せ先>　四日市労働基準監督署労災課（℡０５９-３５１-１６６１）





会員事業場のご紹介会員事業場のご紹介


